
 
研究倫理審査委員会議事概要 

 
 

1．日 時  平成 27 年 5 月 21 日（木）15 時 30 分～19 時 05 分 
2．場 所  医学部・臨床研究棟（病態医科学研究棟）２階 応接室 
3．出席者  丸山委員長，西村副委員長，新小田副委員長，鈴木，笽島，坂口，水谷，駒井，板垣， 

河原，平工委員（11 名） 
 
１．新規申請（12 件）について 

 
(1)  [受付番号 1492]   

「思春期発症の小児がん患者が前向きに入院治療に取り組むための看護援助」 
      研究責任者：看護部・新生児集中治療室 澤田 唯 

研究責任者より研究概要について説明があり、審議の結果、異議無く承認した。 
 

(2)  [受付番号 1494]  
     「本邦における悪性腫瘍合併妊娠の調査」 
    研究責任者：臨床研修キャリア支援センター 小林 良幸                       

   研究責任者より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
    
(3)  [受付番号 1326]     

「三重県における末梢動脈疾患に対する血管内治療の多施設共同前向きレジストリ研究」 
      研究責任者：循環器・腎臓内科学 栗田 泰郎 

研究担当者の佐藤氏より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
 

(4)  [受付番号 1495]     
「初発急性心筋梗塞患者における非責任血管領域に偶発的に認められた遅延造影の予後に及ぼす影響 

について」 
      研究責任者：循環器・腎臓内科学 栗田 泰郎 

研究担当者の大森氏より研究概要について説明があり, 審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
    
(5)  [受付番号 1497]       

「新人看護師のリアリティショックに関する Sense of Coherence とソーシャルサポート」 
      研究責任者：基礎看護学講座 林 智子 

   研究担当者の石倉氏より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
 
(6)  [受付番号 1498]       

「化学物質過敏症看護相談室における利用者の求める支援内容の分析」 
      研究責任者：基礎看護学講座 今井 奈妙 

研究責任者及び研究担当者の細谷氏より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願う 
ことで承認した。 

 
(7)  [受付番号 1499]  

「両側内包後脚に拡散強調像で高信号を呈する病変の後方視的多施設検討」 
      研究責任者：先進画像診断学講座 前田 正幸 

研究責任者より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
 

(8)  [受付番号 1500]  
「造血細胞移植を受けて外来通院する壮年期男性の自己役割意識」        

      研究責任者：成人・精神看護学講座 坂口 美和 
   書面審査により審議の結果、一部修正願うことで承認した。 

なお、本件については、坂口委員が研究責任者であるため、当該委員は審査から外れた。 
 



(9)  [受付番号 1502]  
「三重県における外傷救急搬送患者の予後に影響を与える搬送システムの検討」        

      研究責任者：公衆衛生・産業医学 田島 和雄 
研究責任者より説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
なお、本件については、笽島委員が研究担当者となっていたが、審査時点において、会議を途中 

退席していたため、審議には加わっていない。 
 
(10) [受付番号 1503]  

「三重県における脳卒中救急搬送患者の予後に影響を与える搬送システムの検討」        
      研究責任者：公衆衛生・産業医学 田島 和雄 

研究責任者より説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。なお、本件については、

笽島委員が研究担当者となっていたが、審査時点において、会議を途中退席していたため、審議 
に加わっていない。 
 

(11) [受付番号 1506]  
    「日本の救命救急センター・集中治療専門研修施設における重症妊産褥婦に関する実態調査」 
      研究責任者：周産母子センター 神元 有紀 

   研究担当者の田中氏より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願うことで承認した。 
 
(12) [受付番号 1496]  

「産業医とプライマリ・ケア医の連携に関する意識調査」        
      研究責任者：家庭医療学 竹村 洋典 氏 
    研究責任者及び研究担当者の市川氏より研究概要について説明があり、審議の結果、一部修正願う 

ことで承認した。 
 
Ⅱ. 協議事項 
（1）迅速審査について 

委員長より、資料１に基づき、新指針における迅速審査の要件について説明があり、今後の本委員 
会での運用方法について審議を行った結果、基本的には、これに該当し、事前審査において「委員会 
での説明は不要」と判断されたものであっても、これまで通り通常の委員会に諮ることとした。 

なお、申請者より迅速審査を行って欲しい旨の申請があった場合については、事前審査で「委員会 
での説明は不要」となったもののみ、委員長判断により、迅速審査を行うことができることとした。 

 
（2）委員の追加について 

委員長より、口頭にて説明があり、審議の結果、なぎさ法律事務所村瀬弁護士を委員会委員として 
追加することとした。 

 
Ⅲ．報告事項 

（1）第 51 回医学系大学倫理委員会連絡会議の開催について 
     委員長より、第 51 回医学系大学倫理委員会連絡会議について、案内があった。 
 


